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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和2年3月26日(2020.3.26)

【公表番号】特表2019-511465(P2019-511465A)
【公表日】平成31年4月25日(2019.4.25)
【年通号数】公開・登録公報2019-016
【出願番号】特願2018-542140(P2018-542140)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/403    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/20     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   9/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/34     (2017.01)
   Ａ６１Ｋ  47/38     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/26     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   31/403    　　　　
   Ａ６１Ｐ   31/20     　　　　
   Ａ６１Ｋ    9/10     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/34     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/38     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/12     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/26     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月14日(2020.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４－トリフルオロメチル－Ｎ－（３，３ａ，４，４ａ，５，５ａ，６，６ａ－オクタヒ
ドロ－１，３－ジオキソ－４，６－エテノシクロプロパ［ｆ］イソインドール－２（１Ｈ
）－イル）－ベンズアミド（テコビリマット（ＳＴ－２４６））およびシメチコンを含む
乾燥懸濁物。
【請求項２】
　少なくとも１種の懸濁化剤をさらに含む、請求項１に記載の乾燥懸濁物。
【請求項３】
　前記懸濁化剤がメチルセルロースまたはヒドロキシプロピルセルロースである、請求項
２に記載の乾燥懸濁物。
【請求項４】
　前記メチルセルロースがメチルセルロース４００Ｃｐｓである、または、前記メチルセ
ルロースが１５Ｃｐｓである、請求項３に記載の乾燥懸濁物。
【請求項５】
　メチルセルロースおよびヒドロキシプロピルセルロースを含む、請求項２に記載の乾燥
懸濁物。
【請求項６】
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　１種または複数の、潤滑剤、賦形剤、消泡剤、甘味料、および／または風味料をさらに
含む、請求項１に記載の乾燥懸濁物。
【請求項７】
　前記潤滑剤がステアリン酸マグネシウムである、および／または、前記賦形剤がラクト
ース一水和物である、請求項６に記載の乾燥懸濁物。
【請求項８】
　前記ＳＴ－２４６がＳＴ－２４６多形Ｉ型、ＳＴ－２４６多形ＩＩ型、ＳＴ－２４６多
形ＩＩＩ型、ＳＴ－２４６多形ＩＶ型、ＳＴ－２４６多形Ｖ型およびＳＴ－２４６多形Ｖ
Ｉ型からなる群から選択される、請求項１に記載の乾燥懸濁物。
【請求項９】
　前記ＳＴ－２４６が微粒子化される、または、前記ＳＴ－２４６が造粒される、請求項
１に記載の乾燥懸濁物。
【請求項１０】
　前記シメチコンが顆粒状形態である、または、前記シメチコンが液体形態でかつラクト
ース一水和物上に吸着される、請求項１に記載の乾燥懸濁物。
【請求項１１】
　１種または複数の、１０～７０重量％のＳＴ－２４６、０．２～６．０重量％のシメチ
コン、１～５重量％のメチルセルロース、１．０～３０重量％のヒドロキシプロピルセル
ロース、０．１～１．０重量％の潤滑剤、１０～２０重量％の賦形剤、１．０～３．０重
量％の甘味料、および／または０．１～１．０重量％の風味料を含む、請求項１に記載の
乾燥懸濁物。
【請求項１２】
　前記ＳＴ－２４６の粒径が０．５～１０μｍである、請求項１に記載の乾燥懸濁物。
【請求項１３】
　請求項１に記載の乾燥懸濁物および水を含み、薬学的に許容可能な成分を任意選択でさ
らに含む、水性医薬懸濁製剤。
【請求項１４】
　前記薬学的に許容可能な成分が担体、賦形剤、希釈剤、添加剤、フィラー、潤滑剤およ
び結合剤からなる群から選択される、請求項１３に記載の製剤。
【請求項１５】
　４～７のｐＨを有する、請求項１３に記載の製剤。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の製剤をそれを必要としている対象に経口投与することを含むオルソ
ポックスウイルス感染および／または種痘性湿疹を処置する方法。
【請求項１７】
　前記対象が毎日４００ｍｇ～２０００ｍｇのＳＴ－２４６を投与される、請求項１６に
記載の方法。
【請求項１８】
　シメチコンおよび任意選択で少なくとも１種の懸濁化剤、少なくとも１種の潤滑剤、少
なくとも１種の賦形剤、少なくとも１種のさらなる消泡剤、少なくとも１種の甘味料およ
び／または少なくとも１種の風味料とＳＴ－２４６を混合することを含む、請求項１に記
載の乾燥懸濁物を製造するプロセス。
【請求項１９】
　前記混合することが幾何学的混合を用いて実施される、請求項１８に記載のプロセス。
【請求項２０】
　水中に乾燥懸濁物を分散させることを含み、前記水が任意選択で懸濁化剤を含む、請求
項１３に記載の製剤を製造する方法。
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